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期
の
決
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、
議
案
の
上

程
〜
説
明
・
一
部
採
決
）

12
月
１
日
㈭	

本
会
議
（
議
案
の
質
疑
）

12
月
２
日
㈮	

本
会
議
（
一
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質
問
）
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５
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（
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般
質
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６
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７
日
㈬	

本
会
議
（
一
般
質
問
・
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８
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委
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設
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境
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任
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）
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月
９
日
㈮	

委
員
会
（
健
康
福
祉
常
任
委
員
会
）

12
月
12
日
㈪	

委
員
会
（
総
務
文
教
常
任
委
員
会
）

12
月
20
日
㈫	

本
会
議
（
各
委
員
長
報
告
〜
質
疑
〜

討
論
〜
採
決
・
閉
会
）
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ど
、
区
切
る
考
え
は
な
い
の
か
。

　
　

他
市
で
は
、
１
日
当
た
り
の

設
定
が
多
く
見
受
け
ら
れ
た
。

　
　

イ
ベ
ン
ト
と
出
店
ス
ペ
ー
ス

の
広
さ
は
ど
れ
く
ら
い
か
。

　
　

イ
ベ
ン
ト
ス
ペ
ー
ス
が
約
１

３
１
㎡
、
出
店
ス
ペ
ー
ス
が
約
87

㎡
と
な
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

貸
し
出
す
ス
ペ
ー
ス
が
狭
く

は
な
い
の
か
。

　
　

エ
リ
ア
内
に
は
駐
車
場
を
52

台
分
整
備
す
る
予
定
で
あ
り
、
来

訪
者
の
利
便
性
を
優
先
し
た
。

○
市
の
境
界
変
更
に
つ
い
て　
　

	

（
原
案
可
決
）

　

池
上
土
地
改
良
区
に
よ
る
県
営

土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了
に
伴

い
、
整
備
後
の
道
路
界
及
び
水
路

界
を
も
っ
て
行
田
市
と
熊
谷
市
と

の
新
た
な
行
政
界
と
す
る
た
め
、
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1 2 月 定 例 会

行田市個人情報の保護に関する法律施行条例を可決行田市個人情報の保護に関する法律施行条例を可決
　12月定例会には、市
長提出議案 20 件が提
出され、すべての案件
を原案のとおり可決・
認定しました。
　また、議員提出議案
１件が提出され、可決
しました。
　主な議案の内容は次
のとおりです。

議 場 風 景（12月定例会）

市　

長　

提　

出　

議　

案

○
行
田
市
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
施
行
条
例	（
原
案
可
決
）

　

法
令
の
改
正
に
伴
い
、
こ
れ
ま

で
各
地
方
自
治
体
の
条
例
に
よ
り

規
定
さ
れ
て
い
た
個
人
情
報
保
護

制
度
が
統
合
さ
れ
、
全
国
的
な
共

通
ル
ー
ル
が
法
律
に
規
定
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
法
律
の
許
容
の
範
囲

内
で
現
行
の
個
人
情
報
保
護
条
例

の
規
定
を
踏
襲
す
る
と
と
も
に
、

条
例
で
定
め
る
必
要
が
あ
る
事
項

に
つ
い
て
規
定
す
る
た
め
、
現
行

条
例
の
全
部
を
改
正
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
す
。

〔
主
な
質
疑
〕

　
　

現
行
の
条
例
か
ら
な
く
な
る

規
定
は
ど
の
よ
う
な
事
項
か
。
ま

た
、
法
律
で
新
た
に
加
わ
っ
た
規

定
は
あ
る
の
か
。

　
　

条
例
か
ら
な
く
な
る
規
定
は
、

法
律
ま
た
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
規

定
さ
れ
た
も
の
の
ほ
か
、
目
的
外

利
用
や
外
部
提
供
に
お
け
る
情
報

公
開
、
個
人
情
報
保
護
運
営
審
議

会
へ
の
諮
問
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、

法
律
に
加
わ
っ
た
規
定
は
、
個
人

情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
の
作
成
及
び
公

表
な
ど
で
あ
る
。

○
行
田
市
職
員
の
定
年
等
に
関
す

る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例	

（
原
案
可
決
）

　

法
令
の
改
正
に
伴
い
、
国
家
公

務
員
の
定
年
が
60
歳
か
ら
65
歳
ま

で
２
年
に
１
歳
ず
つ
段
階
的
に
引

き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
市

職
員
に
つ
い
て
も
条
例
で
定
め
る

職
員
の
定
年
を
段
階
的
に
引
き
上

げ
る
と
と
も
に
、
所
要
の
改
正
を

行
う
た
め
、
関
係
す
る
12
の
条
例

の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
す
。

○
さ
き
た
ま
テ
ラ
ス
ゾ
ー
ン
の
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

	

（
原
案
可
決
）

　

県
立
さ
き
た
ま
古
墳
公
園
内
に

新
た
に
「
さ
き
た
ま
テ
ラ
ス
ゾ
ー

ン
」
を
設
置
し
、
管
理
す
る
た
め
、

必
要
と
な
る
条
例
を
新
規
に
制
定

す
る
も
の
で
す
。

〔
主
な
質
疑
〕

　
　

使
用
料
の
設
定
根
拠
は
。

　
　

飲
食
物
や
農
産
物
等
の
販
売

が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
県
内
に
設

置
さ
れ
て
い
る
道
の
駅
の
使
用
料

を
参
考
に
設
定
し
た
。

　
　

使
用
料
の
設
定
を
１
日
単
位

と
し
て
い
る
が
、
午
前
、
午
後
な

答

答

答答答

条　例

法
改
正
に
伴
う

　
　

条
例
の
改
正
等

その他

市
の
境
界
変
更

指
定
管
理
者
の
指
定

問

問問

問問

さきたまテラスゾーン完成イメージ



し
て
、
民
生
費
で
は
、
18
歳
以
下

の
児
童
を
養
育
す
る
子
育
て
世
帯

に
対
し
、
本
市
独
自
の
給
付
金
を

支
給
す
る
た
め
の
所
要
経
費
を
措

置
す
る
も
の
で
す
。

　

衛
生
費
で
は
、
水
道
事
業
に
お

い
て
、
物
価
高
騰
対
策
と
し
て
令

和
４
年
８
月
か
ら
11
月
検
針
分
ま

で
の
４
カ
月
実
施
し
て
い
る
水
道

基
本
料
金
の
無
料
化
を
引
き
続
き

令
和
５
年
１
月
検
針
分
ま
で
２
カ

月
継
続
す
る
た
め
の
所
要
経
費
を

措
置
す
る
も
の
で
す
。

　

９
月
補
正
後
の
諸
情
勢
の
変
化

に
対
応
す
る
歳
出
の
主
な
も
の
と

し
て
、
総
務
費
で
は
、
ふ
る
さ
と

納
税
寄
附
金
の
増
加
に
伴
い
不
足

が
見
込
ま
れ
る
経
費
の
ほ
か
、
デ

マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
の
利
用
者
の
増

加
に
伴
う
助
成
費
、
法
人
市
民
税

の
中
間
申
告
に
係
る
還
付
金
の
増

加
に
伴
う
過
誤
納
金
還
付
金
、
国

の
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
事
業
の
対
象

と
な
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請

期
限
が
９
月
末
か
ら
12
月
末
ま
で

延
長
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
経
費
を

そ
れ
ぞ
れ
措
置
す
る
も
の
で
す
。

　

民
生
費
で
は
、
県
内
の
法
人
か

ら
高
齢
者
の
健
康
増
進
を
目
的
と

し
て
寄
附
金
５
０
０
万
円
を
受
領

し
た
こ
と
に
伴
い
、
総
合
福
祉
会

館
の
改
修
経
費
を
措
置
す
る
ほ
か
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
生

活
困
窮
者
自
立
支
援
金
の
申
請
期

限
が
９
月
末
か
ら
12
月
末
ま
で
延

長
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
不
足
額
、

生
活
保
護
費
で
は
、
医
療
扶
助
費

及
び
住
宅
扶
助
費
の
増
加
に
伴
う

不
足
額
を
そ
れ
ぞ
れ
追
加
措
置
す

る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
歳
出
を
賄
う

財
源
は
、
国
庫
支
出
金
、
寄
附
金

及
び
繰
越
金
に
よ
り
措
置
す
る
も

の
で
す
。

〔
主
な
質
疑
〕

　
　

水
道
基
本
料
金
無
料
化
に
関

し
、
繰
越
金
を
増
額
す
れ
ば
、
３

カ
月
無
料
に
で
き
る
が
、
な
ぜ
２

カ
月
と
し
た
の
か
。

　
　

今
回
の
無
料
化
は
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創

生
臨
時
交
付
金
を
活
用
し
て
行
う

事
業
で
あ
り
、
実
施
期
間
と
し
て

令
和
５
年
３
月
末
ま
で
に
完
了
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
水

道
の
検
針
が
２
カ
月
ご
と
で
あ
る

こ
と
か
ら
２
カ
月
と
し
た
。

　
　

ふ
る
さ
と
納
税
寄
附
金
の
追

加
補
正
に
関
し
、
返
礼
品
に
係
る

記
念
品
費
９
７
４
万
５
千
円
と
歳

入
の
ふ
る
さ
と
納
税
寄
附
金
２
７

８
４
万
円
を
比
較
す
る
と
国
が
示

し
て
い
る
還
元
率
30
％
を
超
過
し

て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

　
　

記
念
品
費
に
は
、
返
礼
品
の

商
品
代
金
と
配
送
料
の
合
計
額
を

積
算
し
て
い
る
が
、
還
元
率
30
％

以
下
と
い
う
基
準
に
つ
い
て
は
、

返
礼
品
の
商
品
代
金
の
み
を
対
象

と
す
る
も
の
で
、
配
送
料
は
含
ま

れ
な
い
。

　

９
月
定
例
会
で
継
続
審
議
と
し

た
令
和
３
年
度
行
田
市
一
般
会
計

歳
入
歳
出
決
算
認
定
は
、
決
算
審

査
特
別
委
員
会
に
よ
る
審
査
を
経

て
、
12
月
定
例
会
初
日
に
賛
成
多

数
を
も
っ
て
認
定
し
ま
し
た
。

○
行
田
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、

期
末
手
当
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

	

（
原
案
可
決
）

　

人
事
院
勧
告
等
を
踏
ま
え
た
本

市
一
般
職
及
び
特
別
職
の
給
与
改

定
等
に
準
じ
て
、
市
議
会
議
員
の

期
末
手
当
に
つ
い
て
も
改
定
を
行

う
た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

3　　ぎょうだ議会だより

決　算
令
和
３
年
度

一
般
会
計
決
算
を
認
定

埼
玉
県
知
事
に
申
請
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
す
。

○
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

	

（
原
案
可
決
）

　

市
が
所
有
す
る
公
共
施
設
の
指

定
管
理
に
関
し
、
令
和
４
年
度
末

を
も
っ
て
指
定
管
理
期
間
が
満
了

す
る
た
め
、
行
田
市
斎
場
、
行
田

市
産
業
文
化
会
館
、
古
代
蓮
の
里

な
ど
の
各
公
共
施
設
に
つ
い
て
、

令
和
５
年
度
以
降
の
指
定
管
理
者

を
新
た
に
指
定
す
る
も
の
で
す
。

〔
主
な
質
疑
〕

　
　

行
田
市
斎
場
の
指
定
管
理
者

が
新
た
な
事
業
者
に
変
更
さ
れ
る

が
、
現
在
の
指
定
管
理
者
と
の
違

い
は
何
か
。

　
　

選
定
に
当
た
っ
て
は
、
選
定

委
員
会
に
お
い
て
、
プ
レ
ゼ
ン
テ

ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
、
運
営
体
制
、

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
業
務

遂
行
能
力
、
緊
急
時
の
対
応
な
ど

の
審
査
項
目
を
審
査
基
準
に
基
づ

き
、
評
価
し
た
結
果
で
あ
り
、
僅

差
で
あ
っ
た
。

　
　

古
代
蓮
の
里
指
定
管
理
に
関

し
、
１
者
の
み
の
応
募
を
ど
の
よ

う
に
評
価
し
て
い
る
の
か
。

　
　

候
補
者
の
選
択
肢
の
拡
大
と

競
争
原
理
の
観
点
か
ら
、
多
く
の

事
業
者
に
応
募
し
て
も
ら
う
こ
と

が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
た
が
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
に
よ
る
観
光
業
へ
の
影
響
が
要

因
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。

○
令
和
４
年
度
行
田
市
一
般
会
計

補
正
予
算	

（
原
案
可
決
）

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
や
食
料
品
な
ど
の

物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
た
住
民

や
事
業
者
に
対
し
、
国
か
ら
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地

方
創
生
臨
時
交
付
金
が
追
加
措
置

さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
本
市
に
お

い
て
物
価
高
騰
対
策
を
実
施
す
る

た
め
の
所
要
経
費
を
計
上
す
る
ほ

か
、
９
月
補
正
後
の
諸
情
勢
の
変

化
に
伴
い
、
各
種
経
費
を
措
置
す

る
も
の
で
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

４
億
６
２
５
５
万
円
を
追
加
し
、

予
算
の
総
額
を
２
９
１
億
１
５
３

万
９
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

物
価
高
騰
対
策
に
係
る
歳
出
と

答答

答

答
議
員
提
出
議
案

条　例
期
末
手
当
の
引
き
上
げ

問問

問 問

補正予算
補
正
総
額

４
億
６
２
５
５
万
円
余
り 古代蓮の里
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令和４年１２月 定例市議会 提出議案とその結果

○
行
田
市
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
施
行
条
例

　
　

個
人
情
報
取
扱
事
務
登
録
簿

と
は
ど
う
い
う
内
容
の
も
の
か
。

　
　

実
施
機
関
が
行
う
個
人
情
報

を
取
り
扱
っ
て
い
る
事
業
の
名
称
・

事
業
の
目
的
・
概
要
な
ど
、
市
民

の
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
に
、
登
録

簿
と
し
て
備
え
付
け
て
お
く
も
の

で
あ
る
。

○
行
田
市
職
員
の
定
年
等
に
関
す

る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　
　

定
年
の
延
長
に
伴
い
、
新
規

採
用
職
員
に
つ
い
て
は
計
画
的
に

採
用
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
う
が
、
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
の
か
。

　
　

定
年
が
引
上
げ
と
な
る
以
降

も
一
定
の
新
規
採
用
者
を
継
続
的

に
確
保
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
今
後
は
、
職
種
ご
と
に
現

状
や
課
題
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、

総
務
文
教

総
務
文
教

常
任
委
員
会

常
任
委
員
会

９
議
案　

可
決

答答 常
任
委
員
会
の
動
き

○
審
査
概
要
・
活
動

問問

※発言…発言と行動する会
※市民…市民と共に働く会
※市井…市　井　悠　々

 （賛成：○　反対：×）（市長提出議案）

議案
番号 議決

結果

会派名及び議員名 黎明21新政策研究会 公明党 みらい日本
共産党

市民
（※）

発言
（※）

柴
﨑
登
美
夫

福
島
と
も
お

野
本
翔
平

小
林
友
明

香
川
宏
行

吉
田
豊
彦

町
田
　
光

加
藤
誠
一

𠮷
野
　
修

梁
瀬
里
司

木
村
　
博

田
中
和
美

江
川
直
一

村
田
秀
夫

斉
藤
博
美

髙
澤
克
芳

橋
本
祐
一

細
谷
美
恵
子

小
林
　
修

第68号

第69号

第70号

第71号

第72号

第73号

第74号

第75号

第76号

第77号

第78号

第79号

第80号

第81号

第82号

第83号

第84号

第85号

第86号

(議案)
第60号

議
長

令和3年度行田市一般会計歳入歳出決算認定につ
いて

令和４年度行田市国民健康保険事業費特別会計補
正予算（第１回）

行田市職員の定年等に関する条例等の一部を改正
する条例

指定管理者の指定について（行田市総合福祉会館
及び行田市老人福祉センター）

指定管理者の指定について（行田市産業文化会館
及び行田市商工センター）

指定管理者の指定について（行田市体育施設並び
に行田市総合公園及び行田市富士見公園）

さきたまテラスゾーンの設置及び管理に関する条
例

行田市職員の給与に関する条例及び行田市特別職の職員
で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例

令和４年度行田市水道事業会計補正予算（第２回）

行田市個人情報の保護に関する法律施行条例

行田市手数料条例の一部を改正する条例

指定管理者の指定について（行田市古代蓮の里）

指定管理者の指定について（行田市はにわの館）

令和４年度行田市一般会計補正予算（第10回）

市の境界変更について

境界変更に伴う財産処分に関する協議について

指定管理者の指定について（行田市斎場）

令和４年度行田市水道事業会計補正予算（第３回）

令和４年度行田市一般会計補正予算（第８回）

令和４年度行田市一般会計補正予算（第９回）

(議)
第 4 号

行田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁
償に関する条例の一部を改正する条例

認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
　
長

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 棄
権
棄
権 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○

市井
（※）

高
橋
弘
行議 案 名

（議員提出議案）

※議長は採決に加わりません。（可否同数の場合は議長裁決となります。）



て
い
た
の
か
。

　
　

今
後
、
施
設
の
有
効
活
用
を

し
て
い
く
中
で
、
今
回
、
集
客
能

力
を
高
め
る
と
い
う
部
分
で
、
評

価
が
高
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

○
令
和
４
年
度
行
田
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
９
回
）

債
務
負
担
行
為
の
「
市
報
ぎ
ょ
う

だ
」
印
刷
製
本
業
務
委
託

　
　

業
者
選
定
を
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル

で
実
施
す
る
意
義
が
あ
る
の
か
。

　
　

市
報
は
市
の
顔
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
価
格
の
み
の
競
争
だ
け
で

は
な
く
、
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
よ
る

技
術
力
の
見
極
め
が
必
要
で
あ
る
。

○
令
和
４
年
度
行
田
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
９
回
）

デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
事
業

　
　

利
用
者
が
増
加
し
て
い
る
が
、

受
け
入
れ
態
勢
は
問
題
な
い
の
か
。

　
　

午
前
９
時
か
ら
11
時
頃
ま
で

は
予
約
が
取
り
づ
ら
い
状
況
に
あ

る
が
、
予
約
を
断
る
こ
と
は
な
い
。

　
　

利
用
者
数
は
ど
れ
く
ら
い
か
。

　
　

令
和
４
年
10
月
末
時
点
の
登

録
者
数
は
、
４
０
２
２
人
で
あ
る
。

○
さ
き
た
ま
テ
ラ
ス
ゾ
ー
ン
の
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

　
　

イ
ベ
ン
ト
・
出
店
ス
ペ
ー
ス

に
つ
い
て
、
有
効
利
用
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
休
業
日
を
設
け
る
必
要

は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
　

県
立
さ
き
た
ま
史
跡
の
博
物

館
や
新
た
に
設
置
さ
れ
る
観
光
物

産
館
の
休
業
日
等
を
参
考
に
し
て

お
り
、
管
理
運
営
上
、
統
一
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

　
　

イ
ベ
ン
ト
主
催
者
や
出
店
者

は
、
観
光
物
産
館
が
休
業
し
て
い

て
も
影
響
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
　

市
が
管
理
す
る
テ
ラ
ス
ゾ
ー

ン
の
中
で
の
イ
ベ
ン
ト
運
営
や
出

店
な
の
で
、
一
定
の
制
限
は
必
要

で
あ
る
。
な
お
、
必
要
に
応
じ
て

変
更
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

○
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

（
行
田
市
斎
場
）

　
　

新
し
い
指
定
管
理
者
に
変
更

さ
れ
る
が
、
問
題
点
は
な
い
の
か
。

　
　

ぎ
ょ
う
だ
斎
苑
管
理
グ
ル
ー

プ
は
、
現
在
、
鴻
巣
市
に
あ
る
県

央
み
ず
ほ
斎
場
の
指
定
管
理
者
と

な
っ
て
お
り
、
設
置
者
に
確
認
し

た
と
こ
ろ
、
斎
場
の
管
理
運
営
や

火
葬
炉
の
運
転
等
に
特
段
の
支
障

は
な
く
、
葬
祭
業
者
と
の
連
携
も

取
れ
て
い
る
。

○
令
和
４
年
度
行
田
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
９
回
）

総
合
福
祉
会
館
設
備
改
修
事
業

　
　

県
内
の
法
人
か
ら
寄
附
金
を

受
領
し
た
た
め
、
総
合
福
祉
会
館

プ
ー
ル
の
ジ
ャ
グ
ジ
ー
を
改
修
す

る
と
の
こ
と
だ
が
、
寄
附
者
の
意

向
に
沿
う
内
容
な
の
か
。

　
　

寄
附
者
は
、
高
齢
者
の
機
能

回
復
訓
練
な
ど
を
行
う
施
設
の
改

修
に
充
て
て
も
ら
い
た
い
と
の
意

向
で
あ
る
た
め
、
総
合
福
祉
会
館

の
改
修
費
用
と
し
て
措
置
し
た
も

の
で
あ
る
。

令
和
４
年
度
行
田
市
国
民
健
康
保

険
事
業
費
特
別
会
計
補
正
予
算

　
　

国
民
健
康
保
険
と
社
会
保
険

の
重
複
が
発
生
し
た
と
の
こ
と
だ

が
、
窓
口
で
は
ど
の
よ
う
に
対
応

し
て
い
る
の
か
。

　
　

現
在
、
社
会
保
険
加
入
時
の

申
出
に
よ
り
脱
退
手
続
を
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
国
民
健
康
保
険

加
入
時
や
保
険
証
一
斉
更
新
時
等

に
、
脱
退
手
続
の
チ
ラ
シ
配
布
や

年
金
事
務
所
か
ら
の
情
報
に
基
づ

く
案
内
等
を
し
て
い
る
。

○
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

（
行
田
市
総
合
福
祉
会
館
及
び
行

田
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

　
　

両
施
設
と
も
行
田
市
社
会
福

祉
協
議
会
を
指
定
す
る
が
、
ど
の

よ
う
な
観
点
で
審
査
し
た
の
か
。

　
　

今
回
は
非
公
募
で
あ
る
が
、

退
職
者
等
の
見
通
し
を
立
て
な
が

ら
年
齢
構
成
の
平
準
化
を
勘
案
し

つ
つ
、
採
用
計
画
を
立
て
て
い
く
。

○
境
界
変
更
に
伴
う
財
産
処
分
に

関
す
る
協
議
に
つ
い
て

　
　

熊
谷
市
と
の
境
界
変
更
に
つ

い
て
は
、
ど
の
時
点
で
協
議
す
る

こ
と
と
決
定
し
た
の
か
。

　
　

土
地
改
良
区
で
圃
場
整
備
を

す
る
上
で
、
土
地
改
良
区
の
換
地

委
員
会
や
計
画
工
事
検
討
委
員
会

等
を
経
て
、
理
事
会
で
決
定
し
た

も
の
で
あ
り
、
土
地
改
良
区
の
工

事
完
了
が
そ
の
要
因
と
考
え
る
。

○
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

（
行
田
市
産
業
文
化
会
館
及
び
行

田
市
商
工
セ
ン
タ
ー
）

　
　

両
施
設
は
施
設
の
目
的
が
違

う
が
、
な
ぜ
、
一
括
し
て
指
定
管

理
者
の
公
募
と
し
た
の
か
。

　
　

指
定
管
理
に
向
け
た
在
り
方

を
検
討
し
た
結
果
、
両
施
設
の
性

格
が
同
様
で
あ
る
貸
し
館
業
務
が

主
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
舞
台
な

ど
を
生
か
し
た
興
行
を
行
う
施
設

と
い
う
こ
と
で
性
格
が
似
て
い
る

こ
と
か
ら
、
効
率
的
な
運
営
管
理

が
可
能
で
あ
る
と
し
た
。

○
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

（
行
田
市
は
に
わ
の
館
）

　
　

選
考
結
果
と
し
て
、
お
も
て

な
し
観
光
局
の
ど
の
部
分
が
優
れ
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建
設
環
境

建
設
環
境

常
任
委
員
会

常
任
委
員
会

７
議
案　

可
決

健
康
福
祉

健
康
福
祉

常
任
委
員
会

常
任
委
員
会

４
議
案　

可
決

答

答答

答

答答答答答

答

答答

問問問

問

問問問問問

問

問問

はにわの館

斎場

総合福祉会館ジャグジー



あ
っ
た
の
か
。

　
　

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ

ス
に
よ
る
搬
送
件
数
は
29
件
、
ま

た
、
乳
酸
飲
料
等
配
達
サ
ー
ビ
ス

で
は
、
配
達
員
が
訪
問
時
に
傷
病

者
を
発
見
し
、
救
急
搬
送
し
た
事

例
な
ど
、
安
否
確
認
依
頼
件
数
は

53
件
で
あ
る
。

コ
ロ
ナ
禍
の
救
急
体
制

　
　

令
和
３
年
度
の
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
に
関
わ
る
救
急
出
動
件

数
は
ど
れ
く
ら
い
か
。

　
　

出
動
件
数
は
64
件
、
そ
の
内

搬
送
し
た
の
は
53
件
で
あ
る
。

学
力
向
上
支
援
事
業

　
　

事
業
の
成
果
と
し
て
、
学
力

調
査
等
の
結
果
は
ど
の
よ
う
な
状

況
な
の
か
。

　
　

令
和
２
年
度
か
ら
３
年
度
の

県
学
力
・
学
習
状
況
調
査
で
は
、

県
平
均
を
や
や
下
回
っ
て
い
た
が
、

令
和
３
年
度
か
ら
４
年
度
で
は
県

平
均
と
の
差
が
縮
ま
っ
て
い
る
。
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福
祉
施
設
の
管
理
者
と
し
て
の
適

格
性
を
確
認
す
る
た
め
、
公
募
に

準
じ
て
選
定
委
員
会
を
設
置
し
、

管
理
運
営
能
力
等
に
つ
い
て
審
査

を
行
っ
た
。

○
令
和
３
年
度
行
田
市
一
般
会
計

歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

ふ
る
さ
と
納
税
促
進
事
業

　
　

ふ
る
さ
と
納
税
に
係
る
事
業

全
体
の
収
支
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。

　
　

令
和
３
年
度
の
寄
附
受
け
入

れ
額
か
ら
委
託
費
な
ど
の
直
接
経

費
、
市
民
税
に
お
け
る
寄
附
金
控

除
額
を
差
し
引
き
、
地
方
交
付
税

の
補
填
額
を
加
え
る
と
約
９
３
２

万
円
の
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
。

循
環
バ
ス
運
行
事
業

　
　

観
光
拠
点
循
環
コ
ー
ス
の
み
、

前
年
度
の
利
用
実
績
を
下
回
っ
て

い
る
が
、
そ
の
要
因
は
何
か
。

　
　

令
和
３
年
度
か
ら
右
回
り
の

み
の
ル
ー
ト
に
変
更
し
た
と
こ
ろ

で
あ
り
、
今
後
の
状
況
も
踏
ま
え
、

分
析
し
て
い
き
た
い
。

高
齢
者
福
祉
事
業

　
　

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ

ス
、
乳
酸
飲
料
等
配
達
サ
ー
ビ
ス

事
業
で
は
ど
の
よ
う
な
成
果
が

答答

答答答

決
算
審
査

決
算
審
査

特
別
委
員
会

特
別
委
員
会

問問問

問問

救急車

一般
質問

　一般質問とは、議員が市政全般にわたり、市長をはじめとする執行機関に対し、事
務の執行状況や将来の方針等について質問したり、説明や報告を求めたりするものです。
　12月定例会では 16人の議員が一般質問を行いました。各議員の主な質問は次の
とおりです。

詳細は次の方法によりご覧ください。
◆インターネット議会中継
　市議会の様子（生中継・録画放映）をパソコンやスマートフォンでご覧いただけ
ます。
◆会議録
　冊子は市役所市政情報コーナー、図書館でご覧いただけます。なお、会議録はイ
ンターネットでもご覧いただけます。
※ 12 月定例会の会議録は 3 月に発行予定です。 専用アプリで読み取ると

議会中継がご覧いただけます。

　
　

ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
は

命
名
権
の
こ
と
で
、
施
設
な

ど
に
企
業
名
等
を
命
名
し
て

企
業
に
お
い
て
は
ビ
ジ
ネ
ス

と
な
り
、
一
方
、
公
共
施
設

の
管
理
運
営
費
を
捻
出
す
る

手
段
の
一
つ
で
あ
る
。
本
市

に
お
い
て
も
、
総
合
体
育
館
、

野
球
場
な
ど
様
々
な
施
設
が

あ
り
、
健
康
増
進
や
地
域
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
役
立
っ
て

い
る
。
施
設
ご
と
の
維
持
管

理
費
は
多
額
の
費
用
が
必
要

と
思
わ
れ
、
少
し
で
も
費
用

の
軽
減
を
図
り
、
企
業
が
施

設
等
に
命
名
す
る
こ
と
に
よ

り
多
く
の
人
に
Ｐ
Ｒ
で
き
る

た
め
、
事
業
者
の
支
援
、
活

性
化
に
も
つ
な
が
る
と
思
わ

れ
る
。
総
合
公
園
野
球
場
や

総
合
体
育
館
等
、
他
の
施
設

も
含
め
ス
ポ
ン
サ
ー
募
集
し

て
、
運
営
費
用
を
軽
減
さ
せ

る
政
策
を
考
え
て
は
ど
う
か
。

　
　

総
合
公
園
野
球
場
や
総

合
体
育
館
等
に
お
け
る
ス
ポ

ン
サ
ー
募
集
し
た
運
営
費
軽

減
の
た
め
の
施
策
に
つ
い
て
、

ス
ポ
ン
サ
ー
企
業
に
と
っ
て

は
、
都
道
府
県
、
政
令
市
の

施
設
や
著
名
な
ス
ポ
ー
ツ
チ

ー
ム
の
本
拠
地
な
ど
集
客
力

の
高
い
施
設
で
は
高
い
広
告

効
果
が
見
込
ま
れ
る
。
一
方

で
、
長
く
市
民
か
ら
親
し
ま

れ
て
き
た
施
設
は
、
現
在
の

ネ
ー
ミ
ン
グ
で
愛
着
を
持
た

れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
、

市
民
の
合
意
形
成
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
命

名
権
の
売
却
額
の
設
定
に
つ

い
て
も
十
分
な
調
査
・
研
究

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
導
入
に
つ
い
て
は
慎
重

な
判
断
が
必
要
で
あ
り
、
現

在
実
施
し
て
い
る
自
治
体
の

例
を
参
考
に
、
調
査
・
研
究

を
し
て
い
く
。

　
　

財
政
確
保
に
も
つ
な
が

る
政
策
な
の
で
、
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
て
ほ
し
い
が
ど
う
か
。

　
　

財
源
を
生
み
出
す
有
効

な
手
段
の
１
つ
と
認
識
し
て

い
る
。
慎
重
な
判
断
が
必
要

で
あ
り
、
先
進
事
例
を
調
査
・

研
究
し
て
い
く
。

ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
の

導
入
に
つ
い
て

橋	

本	

祐	

一
（
み
ら
い
）

答

答

問

問
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産
業
文
化
会
館
に
つ
い

て
２
０
３
０
年
度
に
減
築
更

新
と
な
っ
て
お
り
、
保
健
セ

ン
タ
ー
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
み
ず
し
ろ
、
児
童
セ

ン
タ
ー
の
複
合
化
を
図
る
と

と
も
に
ホ
ー
ル
機
能
を
廃
止

す
る
と
あ
る
が
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
施
設
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
い
る
の
か
。
ホ
ー
ル

機
能
は
、
将
来
的
に
教
育
文

化
セ
ン
タ
ー
「
み
ら
い
」
が

担
う
と
い
う
こ
と
で
よ
い
か
。

　
　

複
数
の
行
政
機
能
を
１

箇
所
に
集
約
す
る
こ
と
で
施

設
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上

や
効
率
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
な
ど
が
図
ら
れ
る
、

そ
う
い
っ
た
施
設
を
想
定
し

て
い
る
。
ま
た
、
ホ
ー
ル
機

能
に
つ
い
て
は
、
教
育
文
化

セ
ン
タ
ー
「
み
ら
い
」
の
ホ

ー
ル
を
有
効
的
か
つ
計
画
的

に
活
用
す
る
こ
と
で
対
応
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
大

堰
永
寿
荘
に
つ
い
て
２
０
３

２
年
度
に
現
在
地
で
更
新
を

す
る
と
い
う
こ
と
で
よ
い
か
。

　
　

本
施
設
は
、
第
２
期
の

計
画
期
間
で
あ
る
２
０
３
２

年
度
を
目
処
に
現
在
地
で
更

新
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い

る
。

●
本
丸
児
童
公
園
に
つ
い
て

　
　

蒸
気
機
関
車
「
Ｃ
５
７

２
６
」
に
つ
い
て
、
今
後
、

修
復
も
し
く
は
返
却
と
い
っ

た
対
応
を
考
え
て
い
る
の
か
。

　
　

本
市
と
し
て
は
、
こ
の

蒸
気
機
関
車
を
貴
重
な
歴
史

的
資
源
の
一
つ
と
し
て
今
後

も
保
存
し
、
市
民
の
皆
様
に

親
し
ん
で
も
ら
い
た
い
と
考

え
て
い
る
。
な
お
、
保
存
に

際
し
て
は
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ

ン
デ
ィ
ン
グ
型
ふ
る
さ
と
納

税
や
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税

の
活
用
な
ど
、
新
た
な
方
策

も
視
野
に
入
れ
、
他
自
治
体

の
事
例
を
含
め
て
検
討
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
１
日

も
早
く
着
手
で
き
る
よ
う
努

め
て
い
く
。

【
そ
の
他
の
主
な
質
問
】

〇
農
業
に
つ
い
て 

公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

計
画
に
つ
い
て

福	

島		

と
も
お
（
新
政
策
研
究
会
）

答答

答 問問

問

　
　

令
和
３
年
度
我
が
国
に

お
け
る
自
殺
対
策
白
書
よ
り
、

男
性
が
12
年
連
続
の
減
少
に

対
し
、
女
性
は
２
年
連
続
増

加
と
の
結
果
か
ら
、
自
殺
対

策
大
綱
で
は
、
初
め
て
女
性

に
対
す
る
支
援
の
強
化
が
、

重
点
施
策
に
位
置
づ
け
ら
れ

た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
経
済
や
家

庭
問
題
、
心
を
含
む
健
康
問

題
等
困
難
を
抱
え
る
女
性
へ

の
支
援
が
重
要
と
の
思
い
で

問
う
が
、
本
市
で
は
女
性
の

自
殺
者
増
加
は
見
ら
れ
る
か
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き

た
女
性
へ
の
自
殺
対
策
は
。

　
　

本
市
で
の
女
性
の
割
合

は
減
少
し
て
お
り
全
国
や
県

と
比
較
し
て
も
低
い
値
で
は

あ
る
が
、
注
視
が
必
要
と
考

え
る
。
自
殺
予
防
週
間
や
自

殺
対
策
月
間
に
は
市
報
な
ど

で
、
精
神
科
医
に
よ
る
心
の

相
談
な
ど
の
情
報
提
供
を
行

っ
て
い
る
。
ま
た
、
自
殺
の

サ
イ
ン
な
ど
に
気
づ
き
声
を

か
け
必
要
に
応
じ
て
専
門
家

に
つ
な
ぐ
ほ
か
、
見
守
る
人

材
の
育
成
の
た
め
ゲ
ー
ト
キ

ー
パ
ー
に
関
す
る
市
職
員
研

修
を
実
施
し
て
い
る
。
産
後

鬱
予
防
で
は
助
産
師
等
の
個

別
支
援
ほ
か
本
年
度
か
ら
新

た
に
、
健
康
診
査
や
心
の
健

康
チ
ェ
ッ
ク
も
行
っ
て
い
る
。

　
　

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
研
修

を
受
講
し
た
役
職
と
人
数
は
。　
　

　
　

課
長
級
以
上
の
職
員
で
、

合
計
43
人
の
受
講
で
あ
る
。

　
　

全
職
員
受
講
の
考
え
は
。

　
　

窓
口
職
員
を
は
じ
め
順

次
多
く
の
職
員
が
受
け
ら
れ

る
よ
う
、
努
め
て
い
く
。

　
　

市
民
、
特
に
高
齢
者
の

方
か
ら
帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン

に
関
す
る
多
く
の
声
を
も
ら

う
。
公
費
助
成
の
考
え
は
。

　
　

国
で
は
定
期
接
種
に
向

け
効
果
や
導
入
年
齢
な
ど
を

審
議
中
の
た
め
、
引
き
続
き

国
の
動
向
を
注
視
し
て
い
く
。

【
そ
の
他
の
主
な
質
問
】

〇
子
宮
頸
が
ん
予
防
（
セ
ル

フ
キ
ッ
ド
に
よ
る
検
診
の
推

進
に
つ
い
て
、
新
た
な
９
価

ワ
ク
チ
ン
の
対
応
に
つ
い
て
）

答

答答答

健
康
と
命
を
守
る
支
援

田	

中	

和	

美
（
公
明
党
）

問

問問問

　
　

学
校
給
食
費
の
無
償
化

の
意
義
を
ど
う
考
え
る
か
。

　
　

子
育
て
世
帯
の
経
済
的

な
支
援
や
人
口
減
少
対
策
の

点
か
ら
も
意
義
が
あ
り
、
公

約
に
掲
げ
た
。
一
部
で
あ
っ

て
も
是
非
実
現
さ
せ
た
い
。

　
　

財
政
負
担
の
大
き
い
大

都
市
で
も
無
償
化
が
進
ん
で

い
る
。
本
市
の
無
償
化
経
費

は
３
・
２
億
円
で
一
般
会
計

の
１・
２
％
。
県
内
平
均
は
１
・

26
％
で
本
市
は
平
均
以
下
で

あ
る
。
ま
た
、
葛
飾
区
の
財

政
負
担
の
３
分
の
１
で
済
む
。

な
ぜ
、
葛
飾
区
に
で
き
て
本

市
が
で
き
な
い
の
か
。

　
　

現
在
、
来
年
度
予
算
の

編
成
中
で
、
ま
さ
に
今
そ
れ

が
出
来
る
か
検
討
中
で
あ
る
。

　
　

憲
法
第
26
条
に
「
義
務

教
育
は
無
償
と
す
る
」
と
あ

る
。
国
や
県
に
地
方
創
生
交

付
金
の
延
長
や
経
費
の
補
助

を
求
め
な
い
の
か
。

　
　

現
時
点
で
は
予
定
は
な

い
が
、
様
々
な
交
付
金
の
動

向
を
注
視
し
て
い
く
。
無
償

化
は
で
き
る
な
ら
や
り
た
い
。

●
市
民
課
窓
口
業
務
の
委
託

に
つ
い
て

　
　

証
明
書
発
行
等
の
窓
口

業
務
委
託
に
向
け
て
調
査
研

究
を
行
っ
て
い
る
が
、
ど
う

評
価
し
て
い
る
の
か
。

　
　

経
費
は
委
託
で
増
え
た

自
治
体
、
少
し
減
っ
た
自
治

体
も
あ
り
、
委
託
の
範
囲
に

も
よ
る
た
め
、
一
概
に
言
え

な
い
。
委
託
に
よ
り
職
員
の

レ
ベ
ル
が
低
下
し
な
い
よ
う

研
修
を
実
施
し
て
い
る
自
治

体
も
あ
る
。

　
　

経
費
、
業
務
面
い
ず
れ

も
民
間
が
勝
る
も
の
、
委
託

の
メ
リ
ッ
ト
は
見
い
出
せ
な

い
。
他
人
に
知
ら
れ
た
く
な

い
個
人
情
報
そ
の
も
の
を
扱

う
市
民
課
業
務
の
委
託
検
討

は
止
め
る
べ
き
で
は
。

　
　

い
ろ
い
ろ
な
事
業
者
が

お
り
、
今
後
、
さ
ら
に
研
究

し
て
い
き
た
い
。

【
そ
の
他
の
主
な
質
問
】

○
消
費
税
・
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
導
入
に
つ
い
て

答

答答

答答

学
校
給
食
費
の
無
償
化
を
　

市
民
課
窓
口
業
務
の
委
託

に
利
点
な
し

村	

田	

秀	

夫
（
日
本
共
産
党
）	

問問問

問問



　
　

埼
玉
県
は
、
子
ど
も
医

療
費
の
窓
口
払
い
を
無
く
す

予
定
が
本
年
10
月
で
あ
る
が
、

市
外
の
医
療
機
関
を
受
診
し

た
場
合
の
現
状
は
ど
う
か
。

　
　

本
市
の
子
ど
も
医
療
費

助
成
制
度
に
お
い
て
原
則
無

料
化
す
る
医
療
機
関
は
、
行

田
市
内
及
び
熊
谷
市
だ
っ
た

が
、
本
年
10
月
診
療
分
か
ら

県
内
全
域
に
拡
大
し
た
。

　
　

シ
ス
テ
ム
の
導
入
や
デ

ジ
タ
ル
化
の
遅
れ
な
ど
は
無

い
か
、
全
て
の
窓
口
払
い
が

無
く
な
っ
た
の
か
。

　
　

窓
口
払
い
の
無
料
化
は
、

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導

入
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
県
内

全
域
で
対
応
し
て
い
る
。
各

医
療
機
関
が
、
現
物
給
付
の

実
施
の
有
無
を
選
択
す
る
も

の
で
、
埼
玉
県
に
確
認
し
た

と
こ
ろ
、
大
学
病
院
な
ど
で

対
応
が
遅
れ
て
い
る
と
の
こ

と
で
あ
る
。

　
　

県
外
の
医
療
機
関
を
受

診
し
た
場
合
は
、
ど
の
よ
う

な
扱
い
と
な
る
の
か
。
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窓
口
払
い
の
無
料
化
は
、

埼
玉
県
が
県
内
市
町
村
の
委

任
を
受
け
て
県
の
医
師
会
等

と
契
約
を
締
結
し
た
も
の
で

あ
る
。
市
民
が
、
県
外
で
受

診
し
た
場
合
は
窓
口
無
料
化

の
対
象
外
と
な
り
償
還
払
い

で
の
対
応
と
な
る
。

　
　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
健
康
保
険
証
と
し
て
利
用

し
た
場
合
、
支
払
い
が
10
円

高
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
利

用
者
負
担
の
現
状
と
、
本
市

の
事
務
な
ど
に
関
わ
る
負
担

は
あ
る
の
か
。

　
　

昨
年
10
月
に
オ
ン
ラ
イ

ン
資
格
確
認
が
開
始
さ
れ
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
健

康
保
険
証
と
し
て
利
用
が
出

来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ

に
伴
い
本
年
４
月
に
診
療
報

酬
の
改
定
が
行
わ
れ
、
費
用

負
担
が
多
く
な
る
現
象
が
生

じ
て
い
た
が
、
10
月
の
改
定

に
よ
り
、
是
正
さ
れ
た
も
の

と
認
識
し
て
い
る
。
な
お
、

自
治
体
の
金
銭
的
な
負
担
は

特
段
無
い
。　

子
ど
も
医
療
費
　

市
外
受
診
の
窓
口
払
い

江	

川	

直	

一
（
公
明
党
）

答答

答答

問問問

問

　
　

前
立
腺
が
ん
は
近
年
、

急
激
な
増
加
で
年
間
１
万
２

千
人
が
亡
く
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
本
市
は
検
診
補
助

を
令
和
３
年
度
か
ら
廃
止
し

た
。
補
助
を
再
開
す
べ
き
と

考
え
る
が
Ｐ
Ｓ
Ａ
検
査
（
血

液
検
査
）
の
有
効
性
と
実
施

に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
の
か
。

　
　

国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ

ー
で
は
死
亡
率
減
少
効
果
を

判
断
す
る
証
拠
が
不
十
分
と

し
、
国
の
指
針
に
定
め
る
が

ん
検
診
と
し
て
も
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
な
い
た
め
本
市
は

実
施
し
て
い
な
い
。

　
　

国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ

ー
は
「
Ｐ
Ｓ
Ａ
検
査
が
前
立

腺
が
ん
を
早
期
発
見
す
る
た

め
の
最
も
有
効
な
検
査
」
と

し
て
い
る
。
議
論
し
た
い
の

は
本
市
が
が
ん
予
防
と
し
て

検
診
補
助
す
る
か
で
あ
る
。

死
亡
率
の
減
少
効
果
で
は
な

く
、
早
期
発
見
が
予
防
効
果

で
は
な
い
の
か
。
全
国
で
独

自
に
80
％
の
自
治
体
が
補
助

を
行
っ
て
い
る
。
日
本
泌
尿

　
　

少
子
化
に
伴
い
教
員
の

採
用
数
を
絞
っ
て
い
る
現
状

が
あ
り
、
教
員
不
足
と
な
っ

て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

本
市
へ
の
影
響
、
現
状
、
課

題
は
ど
の
よ
う
か
。

　
　

市
内
の
小
・
中
学
校
で

は
、
病
気
を
理
由
と
し
た
休

職
や
病
気
休
暇
、
産
前
産
後

休
暇
な
ど
を
取
得
中
の
教
職

員
の
代
替
教
員
を
配
置
で
き

て
い
な
い
学
校
が
あ
る
。
市

と
し
て
は
、
未
補
充
の
影
響

が
児
童
・
生
徒
へ
及
ぶ
こ
と

が
な
い
よ
う
に
、
こ
の
状
況

の
早
期
解
消
に
向
け
、
県
教

育
委
員
会
へ
の
働
き
か
け
を

継
続
し
て
い
く
。

　
　

教
員
不
足
の
あ
る
学
校

は
何
校
で
何
名
か
。

　
　

５
校
６
名
で
あ
る
。

　
　

教
員
不
足
が
本
市
で
も

あ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
対
応

は
ど
の
よ
う
に
し
て
い
る
か
。

　
　

各
学
校
に
お
い
て
、
担

任
以
外
の
先
生
や
管
理
職
が

授
業
を
行
っ
た
り
、
業
務
を

分
担
し
た
り
す
る
な
ど
、
学

器
科
学
会
で
は
医
学
的
エ
ビ

デ
ン
ス
か
ら
国
の
指
針
に
定

め
る
よ
う
厚
労
省
に
要
望
し

て
い
る
が
ど
う
な
の
か
。

　
　

陽
性
結
果
を
受
け
不
安

が
生
じ
た
り
、
不
必
要
な
治

療
や
検
査
を
招
く
恐
れ
が
あ

る
。
検
診
で
１
０
０
％
発
見

で
き
る
わ
け
で
は
な
く
進
行

の
遅
い
が
ん
を
見
つ
け
る
と

い
っ
た
過
剰
診
断
か
ら
国
の

指
針
に
な
い
と
考
え
る
。

　
　

が
ん
検
診
の
不
利
益
は

自
身
で
判
断
す
る
こ
と
で
あ

る
。
前
立
腺
が
ん
は
進
行
が

遅
い
が
症
状
が
出
た
と
き
に

は
進
行
し
て
い
る
。
リ
ン
パ

節
、
骨
に
転
移
す
る
か
ら
こ

そ
早
期
発
見
、
治
療
が
必
要

な
の
で
は
。
市
職
員
が
加
入

す
る
埼
玉
県
市
町
村
職
員
共

済
組
合
に
は
補
助
が
あ
る
が

市
民
に
は
選
択
肢
さ
え
な
い
。

国
が
推
奨
す
る
検
診
や
指
針

に
な
い
の
で
は
な
く
市
民
の

健
康
を
守
る
観
点
で
本
市
が

ど
う
考
え
る
か
で
は
な
い
か
。

　
　

再
度
調
査
し
た
い
。

校
全
体
で
対
応
し
て
い
る
。

　
　

児
童
・
生
徒
に
影
響
が

な
い
よ
う
に
学
校
で
対
応
し

て
も
ら
い
た
い
が
、
県
教
育

委
員
会
へ
は
こ
れ
ま
で
に
、

ど
の
よ
う
な
働
き
か
け
を
行

っ
て
き
た
の
か
。

　
　

こ
れ
ま
で
の
未
補
充
教

員
に
対
す
る
対
応
と
し
て
、

他
市
町
村
と
連
携
を
図
り
、

臨
時
的
任
用
教
員
に
関
す
る

情
報
を
収
集
し
た
。
ま
た
、

大
学
に
は
、
教
員
免
許
を
保

有
す
る
卒
業
生
の
情
報
を
問

い
合
わ
せ
し
た
り
、
退
職
し

た
教
員
に
声
が
け
す
る
な
ど
、

様
々
な
面
か
ら
臨
時
的
任
用

教
員
に
関
す
る
情
報
を
収
集

し
、
情
報
を
県
に
提
供
し
て

き
た
。

【
そ
の
他
の
主
な
質
問
】

〇
学
力
向
上

〇
学
校
跡
地
利
用

〇
庁
舎
等
壁
面
広
告
（
活
用
）

〇
乳
酸
飲
料
等
配
達
サ
ー
ビ

ス〇
市
民
活
動
の
推
進
（
屋
外

ス
テ
ー
ジ
の
設
置
を
）

答

答

答

答

答

答答

前
立
腺
が
ん
検
診
の
補
助
が

な
く
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て

斉	

藤	

博	

美
（
日
本
共
産
党
）

教
員
不
足
に
つ
い
て

（
教
育
行
政
）

梁	

瀬	

里	

司
（
黎
明
21
）

問

問

問

問問

問

問
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市政に対する 一般質問市政に対する 一般質問市政に対する 一般質問市政に対する 一般質問

　
　

鴻
巣
市
が
脱
退
の
理
由

に
挙
げ
て
い
る
「
負
担
金
の

不
公
平
」
は
、
い
つ
か
ら
本

市
に
申
し
出
が
あ
っ
た
の
か
。

　
　

令
和
２
年
３
月
23
日
付

で
、
ご
み
処
理
負
担
金
の
見

直
し
に
つ
い
て
文
書
に
よ
り

申
し
入
れ
が
あ
っ
た
。

　
　

報
道
で
は
、
令
和
４
年

の
３
月
に
当
時
の
原
口
鴻
巣

市
長
が
脱
退
の
意
向
を
書
面

に
て
石
井
市
長
に
伝
え
た
と

あ
る
が
、
こ
れ
は
事
実
か
。

　
　

令
和
４
年
３
月
23
日
付

で
鴻
巣
市
か
ら
、
彩
北
広
域

清
掃
組
合
か
ら
の
脱
退
事
前

協
議
に
つ
い
て
文
書
に
よ
る

申
し
入
れ
が
あ
っ
た
。

　
　

書
面
で
の
申
し
入
れ
の

後
、
石
井
市
長
は
直
接
当
時

の
原
口
鴻
巣
市
長
に
意
向
を

確
認
し
た
の
か
。
ま
た
、
７

月
15
日
の
一
連
の
報
道
後
、

直
接
並
木
鴻
巣
市
長
の
意
向

を
確
認
し
た
の
か
。

　
　

鴻
巣
市
長
に
対
す
る
意

向
の
確
認
は
、
負
担
金
検
討

部
会
で
の
協
議
を
継
続
し
て

い
る
中
で
、
脱
退
に
関
す
る

事
前
協
議
の
文
書
が
届
き
、

本
市
と
し
て
協
議
継
続
を
求

め
る
内
容
を
文
書
に
よ
り
回

答
を
し
た
。
原
口
前
鴻
巣
市

長
在
任
中
で
の
協
議
結
果
に

つ
い
て
は
、
両
市
の
担
当
課

の
間
で
確
認
作
業
を
進
め
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の

後
、
並
木
鴻
巣
市
長
就
任
後

に
、
改
め
て
鴻
巣
市
か
ら
負

担
金
割
合
の
見
直
し
に
つ
い

て
要
望
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

並
木
鴻
巣
市
長
に
会
い
、
直

接
協
議
の
継
続
を
申
し
入
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　

石
井
市
長
は
彩
北
広
域

清
掃
組
合
の
管
理
者
、
鴻
巣

市
長
は
副
管
理
者
で
あ
る
。

両
市
に
と
っ
て
も
組
合
に
と

っ
て
も
脱
退
は
大
き
な
問
題

だ
と
思
う
が
、
ト
ッ
プ
同
士

で
協
議
し
な
い
理
由
は
何
か
。

　
　

細
部
に
わ
た
り
様
々
な

問
題
が
あ
る
た
め
担
当
課
が

き
ち
ん
と
協
議
を
進
め
て
解

決
を
図
っ
て
い
く
の
が
ベ
ス

ト
で
あ
る
と
考
え
る
。

彩
北
広
域
清
掃
組
合
か
ら
の
鴻
巣
市

の
脱
退
に
つ
い
て
、
市
長
に
問
う

町	

田　

	

光
（
黎
明
21
）

答答答

答

問問問

問

　
　

災
害
時
の
要
支
援
者
へ

の
対
応
、
自
治
会
の
避
難
所

運
営
の
参
加
を
ど
の
よ
う
に

考
え
る
か
。
ま
た
、
避
難
時

の
避
難
経
路
の
安
心
・
安
全

を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

　
　

本
市
で
は
災
害
時
に
支

援
が
必
要
と
な
る
高
齢
者
や

障
害
者
な
ど
の
情
報
を
記
載

し
た
避
難
行
動
要
支
援
者
名

簿
を
作
成
し
、
地
域
の
避
難

支
援
関
係
者
に
提
供
し
て
い

る
。
要
支
援
者
と
関
係
者
で

は
個
別
に
検
討
し
、
住
民
主

体
で
支
え
あ
い
マ
ッ
プ
に
落

と
し
込
む
こ
と
で
、
声
か
け

や
付
添
い
な
ど
に
役
立
て
て

も
ら
っ
て
い
る
。
避
難
経
路

の
安
心
・
安
全
に
つ
い
て
は

防
災
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
を
配
布

し
周
知
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
災
害
が
発
生
し
避
難

所
を
開
設
す
る
際
は
担
当
職

員
が
速
や
か
に
開
設
し
、
避

難
が
長
期
化
す
る
時
は
避
難

者
で
組
織
す
る
運
営
委
員
会

を
設
置
し
て
運
営
し
て
も
ら

う
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

　
　

行
田
市
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
に
よ
り
北
河
原
、
南
河
原
、

須
加
の
地
域
で
は
利
根
川
、

清
水
町
の
地
域
で
は
荒
川
が

決
壊
し
た
場
合
に
家
屋
が
流

失
す
る
危
険
が
あ
る
家
屋
倒

壊
等
氾
濫
想
定
区
域
に
想
定

さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
２
箇
所

に
該
当
す
る
地
域
の
広
域
避

難
は
考
え
て
い
る
か
。
ま
た
、

い
つ
、
ど
こ
へ
、
ど
の
よ
う

に
逃
げ
る
の
か
、
ま
た
避
難

先
と
の
協
議
は
し
て
い
る
か
。

　
　

広
域
避
難
は
大
規
模
災

害
が
発
生
し
、
市
内
に
お
け

る
避
難
が
困
難
に
な
っ
た
場

合
に
一
時
的
に
住
民
を
他
の

市
町
村
へ
避
難
さ
せ
る
も
の

で
市
と
警
察
な
ど
防
災
関
係

機
関
が
連
携
し
て
実
施
す
る
。

具
体
的
な
計
画
や
避
難
先
と

の
協
議
は
進
ん
で
い
な
い
が
、

大
規
模
災
害
時
に
備
え
、
既

に
応
援
協
定
を
締
結
し
て
い

る
自
治
体
や
民
間
企
業
を
含

め
、
広
域
避
難
先
等
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

避
難
所
の
安
心
・
安
全
と

広
域
避
難髙	

澤	

克	

芳
（
み
ら
い
）

答

答

問

問

●
彩
北
広
域
清
掃
組
合
か
ら

の
鴻
巣
市
の
脱
退
を
問
う 

　
　

鴻
巣
市
が
令
和
４
年
度

で
組
合
か
ら
の
脱
退
の
意
向

を
本
市
に
伝
え
た
が
、
変
わ

ら
な
い
か
。
ま
た
、
負
担
金

割
合
は
決
ま
っ
た
の
か
。
現

施
設
の
解
体
費
用
は
ど
う
す

る
の
か
。
敷
地
内
に
埋
め
た

一
般
廃
棄
物
及
び
焼
却
灰
の

除
去
方
法
、
そ
の
費
用
は
。

　
　

鴻
巣
市
長
よ
り
負
担
金

割
合
の
見
直
し
の
要
望
が
あ

り
、
検
討
部
会
で
の
協
議
継

続
の
申
し
入
れ
を
し
た
。
解

体
費
用
は
、
ご
み
処
理
施
設

整
備
基
金
の
活
用
を
含
め
財

源
確
保
に
努
め
る
。
一
般
廃

棄
物
及
び
焼
却
灰
の
除
去
方

法
は
民
間
最
終
処
分
場
で
の

埋
め
立
て
が
考
え
ら
れ
、
費

用
は
負
担
割
合
に
基
づ
く
負

担
と
認
識
し
て
い
る
。

●
生
活
道
路
等
の
整
備
の
要

望
に
係
わ
る
評
価
委
員
会
に

つ
い
て

　
　

評
価
委
員
会
の
委
員
長
、

評
価
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
の
決
め
方
、

精
査
の
方
法
、
評
価
委
員
会

の
開
催
頻
度
は
。

　
　

委
員
長
は
副
市
長
で
あ

る
が
欠
け
た
時
は
建
設
部
長

が
代
理
す
る
。
ま
た
、
評
価

及
び
精
査
は
妥
当
性
を
審
査

し
て
４
ラ
ン
ク
を
決
め
て
い

る
。
開
催
は
年
１
回
開
催
し

て
い
る
。

　
　

評
価
委
員
会
は
公
開
で

市
民
が
傍
聴
で
き
る
か
。

　
　

傍
聴
は
で
き
な
い
。

　
　

会
議
録
は
公
開
か
。

　
　

公
開
し
て
い
な
い
。

　
　

評
価
結
果
は
要
望
し
た

市
民
に
知
ら
せ
る
の
か
。

　
　

自
治
会
長
、
地
区
連
合

会
長
に
通
知
し
て
い
る
。

●
市
内
小
中
学
校
水
泳
教
室

は
民
間
施
設
を
活
用

　
　

プ
ー
ル
の
年
間
維
持
管

理
費
、
年
間
開
催
日
数
、
民

間
施
設
の
活
用
は
。

　
　

維
持
管
理
費
は
約
１
９

０
０
万
円
、
開
催
日
数
は
小

学
校
約
15
日
、
中
学
校
10
日
、

民
間
施
設
の
活
用
は
他
市
の

状
況
等
を
精
査
し
検
討
す
る
。

鴻
巣
市
の
脱
退
、
生
活
道
路
等

の
評
価
委
員
会
、
学
校
水
泳
教

室
の
民
間
施
設
活
用

高	

橋	

弘	

行
（
市し
せ
い井
悠
々
）

答

答答答答答

問問

問問 問問
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市政に対する 一般質問市政に対する 一般質問市政に対する 一般質問市政に対する 一般質問

　
　

観
光
振
興
の
た
め
の
ガ

バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン

デ
ィ
ン
グ
の
活
用
、
基
金
の

運
用
に
よ
る
収
入
の
確
保
、

経
済
や
金
融
の
専
門
性
を
有

す
る
人
材
育
成
と
登
用
制
度

の
導
入
は
、
考
え
て
い
る
か
。

　
　

現
時
点
で
観
光
面
で
の

ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ

ン
デ
ィ
ン
グ
を
活
用
す
る
具

体
的
な
事
例
は
な
い
が
、
引

き
続
き
他
の
自
治
体
の
動
向

な
ど
を
注
視
し
て
い
く
。

　

基
金
の
運
用
で
は
、
元
本

の
確
実
な
確
保
を
原
則
と
し

て
、
大
口
定
期
貯
金
に
加
え
、

債
権
に
よ
る
運
用
も
行
っ
て

い
る
。
特
に
債
権
の
運
用
に

当
た
っ
て
は
社
会
経
済
情
勢

や
金
利
動
向
等
の
変
化
を
的

確
か
つ
迅
速
に
把
握
す
る
た

め
、
証
券
会
社
等
か
ら
情
報

収
集
に
努
め
て
い
る
。

　

専
門
人
材
の
育
成
や
登
用

制
度
の
導
入
に
つ
い
て
は
、

社
会
人
経
験
者
を
対
象
に
し

た
職
員
採
用
試
験
を
実
施
し

て
い
る
ほ
か
、
国
の
地
方
創

生
人
材
支
援
制
度
の
活
用
な

ど
、
専
門
人
材
の
確
保
に
努

め
て
い
る
。
ま
た
、
専
門
人

材
の
育
成
に
つ
い
て
は
、
各

部
署
で
専
門
知
識
等
を
習
得

す
る
た
め
の
研
修
等
に
参
加

し
て
い
る
。

　
　

社
会
人
経
験
者
を
対
象

と
し
た
採
用
試
験
で
は
、
経

済
や
金
融
の
専
門
家
に
該
当

す
る
人
材
は
採
用
し
た
の
か
。

　
　

昨
年
度
採
用
し
た
２
名

の
社
会
人
経
験
者
は
銀
行
等

金
融
機
関
の
職
歴
は
な
か
っ

た
。
な
お
、
今
後
は
多
岐
に

わ
た
る
業
務
に
従
事
す
る
ゼ

ネ
ラ
リ
ス
ト
の
育
成
と
と
も

に
、
特
定
分
野
の
ス
ペ
シ
ャ

リ
ス
ト
の
育
成
に
つ
い
て
も

十
分
配
慮
し
て
い
き
た
い
。

〔
そ
の
他
の
主
な
質
問
〕

〇
子
ど
も
と
若
者
、
そ
し
て

家
庭
を
社
会
全
体
で
支
え
る

た
め
の
教
育
と
福
祉
の
連
携

強
化
に
つ
い
て

〇
街
路
樹
や
低
木
な
ど
が
撤

去
さ
れ
た
後
の
歩
道
に
あ
る

植
樹
桝
に
つ
い
て

自
主
財
源
確
保
の
取
組
に

つ
い
て

木	

村　

		

博
（
公
明
党
）

答

答

問

問

　
　

令
和
５
年
４
月
の
オ
ー

プ
ン
に
向
け
て
順
調
に
進
ん

で
い
る
も
の
と
思
う
が
、
現

在
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
は

ど
う
か
。

　
　

建
物
及
び
広
場
の
施
工

業
者
が
決
定
し
、
４
月
の
オ

ー
プ
ン
に
向
け
て
順
調
に
事

業
が
進
捗
し
て
い
る
。

　
　

観
光
物
産
施
設
と
テ
ラ

ス
ゾ
ー
ン
の
概
要
は
、
ど
の

よ
う
な
も
の
か
。

　
　

お
も
て
な
し
観
光
局
が

整
備
す
る
物
産
施
設
は
、
市

内
地
場
産
品
の
販
売
を
中
心

に
、
さ
き
た
ま
古
墳
公
園
を

訪
れ
る
観
光
客
や
市
民
の
皆

さ
ん
が
気
軽
に
テ
イ
ク
ア
ウ

ト
で
き
る
軽
食
の
販
売
な
ど

も
行
う
。
本
市
が
整
備
す
る

さ
き
た
ま
テ
ラ
ス
ゾ
ー
ン
に

つ
い
て
は
、
キ
ッ
チ
ン
カ
ー

等
の
出
店
ス
ペ
ー
ス
、
イ
ベ

ン
ト
ス
ペ
ー
ス
を
設
置
す
る

予
定
で
あ
る
。

　
　

年
間
の
来
場
者
数
及
び

売
上
は
ど
の
く
ら
い
を
想
定

し
て
い
る
の
か
。

　
　

オ
ー
プ
ン
初
年
度
に
お

け
る
来
場
者
数
は
約
５
万
４

千
人
、
売
上
げ
を
約
４
５
０

０
万
円
と
見
込
ん
で
お
り
、

２
年
目
以
降
に
つ
い
て
も
、

来
場
者
数
及
び
売
上
げ
を
増

や
す
た
め
の
取
組
を
継
続
し

て
い
く
。

　
　

地
元
埼
玉
地
区
と
の
連

携
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
か
。

　
　

さ
き
た
ま
古
墳
公
園
整

備
事
業
地
元
推
進
協
議
会
に

対
し
、
事
業
の
進
捗
な
ど
に

つ
い
て
説
明
し
て
き
た
。
今

後
も
、
必
要
に
応
じ
て
地
域

の
皆
さ
ん
に
情
報
提
供
を
継

続
す
る
ほ
か
地
域
活
性
化
に

資
す
る
施
設
と
な
る
よ
う
、

観
光
局
と
連
携
し
て
、
運
営

を
行
っ
て
い
く
。

　
　

本
市
の
観
光
施
策
と
し

て
の
位
置
付
け
は
。

　
　

本
市
を
訪
れ
る
観
光
客

の
利
便
性
の
向
上
に
つ
な
が

る
と
と
も
に
、
さ
き
た
ま
地

域
の
観
光
資
源
の
魅
力
向
上

に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。

観
光
行
政
（
仮
称
）
さ
き
た
ま
市
場
　

新
名
称
「
さ
き
た
ま
テ
ラ
ス
」

柴
㟢	

登
美
夫
（
新
政
策
研
究
会
）

答答

答 答答

問問問

問問

　
　

古
代
蓮
公
園
指
定
管
理

者
の
選
定
は
公
募
だ
っ
た
が

応
じ
た
の
は
１
者
の
み
。
こ

の
公
園
は
大
き
な
観
光
資
源

で
、
７
年
前
は
市
内
外
か
ら

５
社
も
応
募
し
活
発
に
競
い

合
っ
た
。
な
ぜ
今
回
は
１
者

の
み
な
の
か
。
民
間
活
力
を

取
り
入
れ
た
と
い
え
る
か
。

　
　

本
市
で
は
60
年
間
も
行

政
経
験
者
が
市
政
運
営
を
行

っ
て
き
た
。「
官
か
ら
民
へ
」

の
主
張
は
行
政
の
ト
ッ
プ
を

選
ぶ
時
の
考
え
方
で
あ
る
。

　
　

今
回
も
本
市
の
小
・
中

学
校
学
力
テ
ス
ト
の
結
果
は
、

県
平
均
に
及
ば
な
か
っ
た
。

市
長
公
約
の
学
力
向
上
は
果

た
さ
れ
た
か
。

　
　

ま
だ
不
十
分
で
あ
る
。

　
　

任
期
途
中
で
副
市
長
が

辞
め
た
が
、
採
用
方
法
を
公

募
と
し
た
市
長
に
は
説
明
責

任
が
あ
る
。
他
市
の
公
募
で

は
数
千
人
規
模
の
応
募
者
が

あ
る
の
に
本
市
は
わ
ず
か
７

人
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
当
時

の
市
職
員
が
副
市
長
に
選
任

さ
れ
た
。
そ
れ
が
、
任
期
を

ま
だ
１
年
近
く
も
残
し
突
然

辞
め
た
と
聞
く
。
公
募
方
法

は
適
切
だ
っ
た
の
か
。
ま
た
、

市
長
に
責
任
は
な
い
か
。

　
　

方
法
は
適
切
だ
っ
た
と

思
う
が
任
命
責
任
は
私
に
あ

る
。
任
期
の
間
は
一
緒
に
や

っ
て
く
れ
る
も
の
と
理
解
し

て
い
た
の
で
、
残
念
で
あ
り
、

二
度
と
こ
の
よ
う
な
こ
と
が

な
い
よ
う
に
す
る
の
が
私
の

責
任
の
取
り
方
で
あ
る
。

　
　

さ
き
た
ま
市
場
は
県
の

公
園
用
地
に
飲
食
店
も
入
る

３
、４
億
円
規
模
の
施
設
を

造
る
計
画
だ
っ
た
が
、
半
年

も
し
な
い
う
ち
に
大
幅
縮
小

し
、
４
千
万
円
程
の
計
画
と

な
っ
た
。
市
の
目
玉
に
な
る

と
期
待
し
て
い
た
が
、
市
長

が
交
渉
能
力
を
発
揮
し
当
初

の
予
定
通
り
進
め
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
の
か
。

答　

当
初
計
画
の
３
億
円
も

か
け
る
よ
う
な
、
華
美
な
も

の
は
要
ら
な
い
と
私
が
判
断

し
縮
小
し
た
。

答答

市
長
の
政
治
姿
勢
と
政
治

責
任

細
谷	

美
恵
子
（
発
言
と
行
動
す
る
会
）

答答

問問問

問
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市政に対する 一般質問市政に対する 一般質問市政に対する 一般質問市政に対する 一般質問

　
　

公
共
施
設
の
全
体
を
把

握
し
、
長
期
的
な
視
点
で
更

新
、
統
合
、
長
寿
命
化
な
ど

を
計
画
的
に
実
施
し
、
財
政

負
担
軽
減
、
平
準
化
を
総
合

的
か
つ
計
画
的
に
管
理
す
る
、

行
田
市
公
共
施
設
等
総
合
管

理
計
画
の
今
回
の
改
訂
点
は
。

　
　

策
定
か
ら
６
年
を
経
過

し
、
ま
た
国
か
ら
の
見
直
し

要
請
も
あ
り
、
施
設
の
保
有

量
、
建
築
後
経
過
年
数
、
耐

震
化
の
状
況
、
将
来
の
更
新

費
用
の
見
通
し
等
に
つ
い
て

時
点
更
新
を
加
え
る
と
と
も

に
、
保
有
資
産
の
老
朽
化
の

状
況
を
示
す
有
形
固
定
資
産

減
価
償
却
率
の
推
移
に
つ
い

て
新
た
に
記
載
し
た
。

　
　

橋
り
ょ
う
の
長
寿
命
化

修
繕
と
耐
震
補
強
は
調
整
が

必
要
と
考
え
る
が
、
現
在
の

取
組
は
。

　
　

長
寿
命
化
修
繕
は
、
点

検
に
よ
り
、
損
傷
状
況
を
把

握
し
、
優
先
順
位
を
付
け
、

計
画
的
、
効
率
的
な
維
持
管

理
に
努
め
る
。
耐
震
化
に
つ

　

文
部
科
学
省
の
実
態
調
査

で
は
、
教
職
員
の
長
時
間
勤

務
が
極
め
て
深
刻
な
状
況
に

あ
り
、
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ

ン
ス
の
実
現
に
向
け
た
働
き

方
改
革
の
推
進
が
急
務
で
あ

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　

ゆ
と
り
の
な
い
働
き
方

は
、
児
童
・
生
徒
の
学
校
生

活
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え

る
が
、
本
市
の
時
間
外
勤
務

な
ど
の
勤
務
実
態
は
、
把
握

し
て
い
る
の
か
。

　
　

本
市
の
教
職
員
に
つ
い

て
は
、
出
退
勤
の
時
刻
を
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
で
記
録
し
て
お
り
、

毎
月
各
学
校
が
集
計
し
、
教

育
委
員
会
へ
報
告
す
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
。
直
近
の
10

月
の
状
況
で
は
、
働
き
方
改

革
基
本
方
針
で
掲
げ
ら
れ
た

時
間
外
勤
務
の
目
標
値
で
あ

る
月
45
時
間
以
内
を
達
成
で

き
な
か
っ
た
割
合
は
、
小
学

校
21
・
７
％
、
中
学
校
40
・

６
％
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
過

労
死
の
危
険
性
が
あ
る
と
言

わ
れ
る
月
80
時
間
を
超
え
た

　
　

今
年
度
の
全
国
、
埼
玉

県
学
力
学
習
状
況
調
査
の
本

市
の
児
童
・
生
徒
の
結
果
及

び
課
題
は
何
か
。

　
　

今
年
度
も
国
、
県
の
平

均
を
下
回
っ
た
が
、
差
が
縮

ま
っ
て
い
る
。
国
語
の
読
解

力
、
英
語
の
基
礎
事
項
等
が

課
題
で
あ
る
。

　
　

近
隣
の
熊
谷
市
と
相
当

な
差
が
あ
る
。
原
因
は
何
か
。

　
　

本
市
が
現
在
取
り
組
む

学
力
向
上
支
援
教
員
を
早
く

か
ら
取
り
入
れ
て
い
た
た
め

と
考
え
る
。

　
　

コ
ロ
ナ
禍
や
ス
マ
ホ
等

の
利
用
増
加
の
影
響
は
。

　
　

学
力
へ
の
コ
ロ
ナ
の
影

響
は
な
い
が
、
不
登
校
が
増

え
て
い
る
。
ス
マ
ホ
等
の
利

用
時
間
が
長
い
と
睡
眠
・
勉

強
時
間
が
減
る
傾
向
に
あ
る
。

●
自
治
会
合
併
の
課
題

　
　

星
宮
地
区
で
も
自
治
会

合
併
の
協
議
を
し
た
が
、
必

要
性
や
メ
リ
ッ
ト
が
無
い
た

め
見
送
り
と
な
っ
た
。
他
の

地
区
の
状
況
は
ど
う
か
。

い
て
は
、
緊
急
性
や
重
要
性

を
考
慮
し
検
討
す
る
。

●
生
活
道
路
等
の
要
望
書
作

成
提
出

　
　

市
民
の
日
常
生
活
や
消

防
緊
急
活
動
に
重
要
な
役
割

を
果
た
す
行
田
市
生
活
道
路

等
整
備
事
業
は
、
市
民
か
ら

の
要
望
に
基
づ
き
事
業
評
価

制
度
に
よ
り
、
狭
隘
道
路
の

解
消
、
修
繕
な
ど
を
進
め
て

い
る
が
、
今
回
、
口
頭
で
、

誰
で
も
受
付
け
て
い
た
要
望

書
が
、
自
治
会
長
が
自
ら
要

望
書
を
作
成
し
、
提
出
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
自
治
会
長

の
負
担
、
作
成
時
間
、
費
用

が
増
大
し
、
効
果
的
か
つ
効

率
的
な
生
活
道
路
整
備
に
資

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
。

　
　

要
望
方
法
や
評
価
結
果

の
通
知
な
ど
の
見
直
し
に
よ

り
、
事
業
評
価
制
度
の
透
明

性
の
向
上
と
見
え
る
化
を
図

り
、
市
民
の
制
度
へ
の
信
用

や
理
解
を
深
め
、
円
滑
な
運

用
に
よ
り
投
資
効
果
の
高
い

事
業
を
実
施
し
て
い
き
た
い
。

割
合
は
、
小
学
校
０
％
、
中

学
校
６
・
９
％
で
あ
っ
た
。

　
　

時
間
外
勤
務
の
主
な
要

因
は
何
か
。

　
　

学
期
末
の
事
務
処
理
や

部
活
動
の
影
響
が
大
き
い
。

　
　

時
間
外
勤
務
の
最
高
は

何
時
間
か
。

　
　

月
１
４
４
時
間
で
あ
る
。

　
　

残
業
の
縮
小
、
仕
事
量

の
削
減
は
進
ん
で
い
る
の
か
。

　
　

各
小
中
学
校
と
連
携
し
、

会
議
資
料
の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス

化
や
退
勤
時
間
の
設
定
、
通

知
表
や
指
導
要
録
の
電
子
化

な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

ま
た
、
学
校
ご
と
に
工
夫
し

た
取
組
を
実
施
し
て
お
り
、

優
良
事
例
に
つ
い
て
は
、
市

内
全
校
で
共
有
を
図
り
、
業

務
改
善
を
進
め
て
い
る
。

　
　

具
体
的
な
取
組
事
例
は
。

　
　

一
定
時
間
以
後
、
外
部

か
ら
の
電
話
の
取
次
ぎ
を
制

限
し
た
り
、
各
学
校
の
職
員

間
で
協
議
し
て
業
務
内
容
を

見
直
し
て
い
る
ほ
か
、
個
別

指
導
な
ど
も
行
っ
て
い
る
。

　
　

20
～
１
０
０
世
帯
規
模

の
15
自
治
会(

５
地
域)

が

検
討
中
で
あ
る
。
１
０
０
世

帯
以
上
を
目
指
し
て
い
る
が
、

合
併
し
て
も
１
０
０
世
帯
未

満
の
地
域
も
あ
る
。

　
　

担
い
手
不
足
等
の
課
題

を
合
併
で
解
消
す
る
こ
と
も

大
事
だ
が
、
自
治
会
業
務
の

ス
リ
ム
化
、
効
率
化
が
優
先

課
題
で
は
な
い
か
。

　
　

自
治
会
業
務
の
ス
リ
ム

化
は
検
討
中
で
あ
る
。
円
滑

な
運
営
に
資
す
る
た
め
、
新

任
自
治
会
長
用
マ
ニ
ュ
ア
ル

を
作
成
し
、
配
布
し
て
い
る
。

●
肥
料
等
の
高
騰
対
策

　
　

コ
ロ
ナ
禍
や
国
際
情
勢

に
よ
る
肥
料
等
高
騰
に
対
し
、

近
隣
市
で
独
自
支
援
の
動
き

が
あ
る
。
本
市
の
考
え
は
。

　
　

物
価
高
騰
対
策
緊
急
支

援
事
業
に
お
い
て
農
業
者
も

対
象
と
し
た
が
、
肥
料
価
格

高
騰
に
限
定
し
た
対
策
に
つ

い
て
は
な
く
、
引
き
続
き
国
、

県
及
び
近
隣
市
の
動
向
を
注

視
し
て
い
く
。

問

問

答

答

答

答

答答

答

答答答

答

答

答答

行
田
市
公
共
施
設
等
総
合

管
理
計
画
、
生
活
道
路
等

の
要
望
書
作
成
提
出

小		

林　

	

修
（
市
民
と
共
に
働
く
会
）

教
職
員
の
働
き
方
改
革
に

つ
い
て

香	

川	

宏	

行
（
新
政
策
研
究
会
）

｢

学
力
向
上
対
策
、
自
治
会
合

併
の
課
題
、
肥
料
高
騰
対
策｣

加	

藤	

誠	

一
（
黎
明
21
）

問

問

問問問

問

問問問問

問問
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■
編

集
・

発
行

／
行

田
市

議
会

　
議

会
だ

よ
り

編
集

委
員

会

〒
361-8601 行

田
市

本
丸

2
番

5
号

  TE
L.556-1111

㈹
・

553-1550 （
直

）　
FA

X.554-2455

編

集

後

記

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

が
世
界
に
蔓
延
し
て
３
年
が
経
過

し
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
終
焉
は
見

え
ず
に
い
ま
す
が
、
ワ
ク
チ
ン
接

種
と
感
染
対
策
に
よ
り
以
前
の
生

活
に
戻
り
つ
つ
あ
る
と
感
じ
て
い

る
の
は
、
私
だ
け
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
様
々
な
問
題
が
感
染
症

の
よ
う
に
世
界
を
蔓
延
す
る
中
で
、

私
た
ち
市
議
会
は
、
目
の
前
の
問

題
に
し
っ
か
り
と
向
き
合
い
対
処

し
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
こ
と
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

令
和
５
年
が
行
田
市
に
と
っ
て

素
晴
ら
し
い
年
に
な
る
よ
う
、願
っ

て
い
ま
す
。

（
町
田　

光
）

３月定例会は２月 15 日（水）開会予定であり、日程（案）
の決定は２月８日（水）予定の議会運営委員会で決まります。

月日・曜日
2月15日㈬
2月16日㈭
2月17日㈮
2月18日㈯
2月19日㈰
2月20日㈪
2月21日㈫
2月22日㈬
2月23日㈭
2月24日㈮
2月25日㈯
2月26日㈰
2月27日㈪
2月28日㈫
3月  1日㈬
3月  2日㈭
3月  3日㈮
3月  4日㈯
3月  5日㈰
3月  6日㈪
3月  7日㈫
3月  8日㈬
3月  9日㈭
3月10日㈮
3月11日㈯
3月12日㈰
3月13日㈪
3月14日㈫
3月15日㈬
3月16日㈭

会　議　内　容
本会議/招集日（開会・議案説明）
本会議（議案説明）
（議案調査）

本会議（議案に対する質疑）
本会議（一般質問）
本会議（一般質問）

本会議（一般質問・委員会付託等）

（予備日）
建設環境常任委員会
建設環境常任委員会
健康福祉常任委員会
健康福祉常任委員会

総務文教常任委員会
総務文教常任委員会
（事務整理）
（事務整理）
（事務整理）

（事務整理）
（事務整理）
（事務整理）
本会議/最終日（委員長報告・質疑・討論・採決・閉会）

※日程は予定であり、変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

編
集
委
員

委
員
長 

江
川　

直
一

副
委
員
長 

町
田　
　

光

委　
　

員 

髙
澤　

克
芳

委　
　

員 

村
田　

秀
夫

委　
　

員 

木
村　
　

博

委　
　

員 

小
林　
　

修

委　
　

員 

野
本　

翔
平

委　
　

員 

吉
野　
　

修

３月行田市議会定例会日程表（予定）

議 会 日 誌議 会 日 誌
（令和4年11月10日～令和5年2月8日）

11 月
 22 日・29 日 議会運営委員会
 29 〜 12 月 20 日 12 月定例会

12 月
 6 日 ＩＣＴ推進委員会
 7 日・20 日 議会運営委員会
 7 日 議会だより編集委員会
 20 日 全員協議会
 20 日 議員説明会

1 月
 20 日 代表者会議
 20 日 タブレット操作説明会
 26 日 議会だより編集委員会
 26 日 議会運営委員会
 30 日 代表者会議
 30 日 議員説明会

2 月
 8 日 議会運営委員会
 8 日 議会だより№ 115 発行

市議会を傍聴される方へ タブレット端末を導入
～ 傍聴人数の制限をなくしました ～

　市議会は公開しております。議会を傍聴する際は、傍聴人受付簿に
住所・氏名を記入するほか、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
次のことにご協力をお願いいたします。なお１２月定例会から傍聴席
の利用人数を半数の 25人から定員の 50人に戻しております。
・入場時の検温にご協力ください。
・手指の消毒をしてからの入場をお願いします。
・傍聴席ではマスクの着用をお願いします。
・周囲の方とできるだけ間隔を空けて着席ください。

【傍聴者数】１２月定例会　９８人

　議会の活性化、議会運営の効率化を図るためＩＣＴ
推進委員会を設置し、これまで議員のタブレット端末
の活用について協議・検討を重ねてきましたが、令和
５年３月定例会からタブレット端末を導入いたします。
　タブレット端末を使用することで、これまで紙資料
で閲覧していた議案書等が電子データで閲覧できるよ
うになり、ペーパーレス化、情報共有の迅速化などが
図られます。当分の間は、紙資料と併用となりますが、
議会活動がさらに活発になるよう努めてまいります。

12 月定例会
延べ 3,898 回


